
会社以外の法人

【調査依頼対象：法人登記上の「本店」】
※支所については、直接調査を依頼しない

法人でない団体

【調査依頼対象：各事業所】
※本・支の関係が必ずしも明確でない。

【調査の依頼対象：商業登記上の「本
店」】
※支所については、直接調査を依頼しない

外国の会社

【調査の依頼対象：各事業所】
※外国の会社は、企業を代表する事業所
　を特定しにくい。

平成21年経済センサスの実査事務の流れ（素案）

個人経営

【調査依頼対象：「単独」及び「本所」】
※平成18年事業所・企業統計調査の結果、
　「支所」であった事業所については、本
　・支の別を改めて確認の上、「本所」で
　あれば調査

会社(外国の会社を除く）

資料２－２

担
当
調
査
区
内
の
事
業
所
の
確
認

　調査員は、「調査区内事業所
　名簿」に基づき、担当調査区
　内の事業所を確認するととも
　に新設事業所を捕捉

経
営
組
織
を
確
認

調
査
員
に
よ
る
調
査
票
の
配
布

調
査
票
配
布
対
象
外

存
続

「調査区内事業所名簿」に、記載がある事業所

見え消しの
ない事業所

新
設

廃
業

「調査区内事業所名簿」
に記載がなく、新たに
把握された事業所

「調査区内事業所名簿」
に記載があるが、確認
されなかった事業所

外国の会社

法人でない団体

個人経営

会　　社

会社以外の法人

単　独

本　所

支　所

本
・
支
の
別
を
確
認

配
布
枚
数
を
確
認

　
　
を
確
認

　
・
所
在
地

本
所
の
名
称

当該事業所の把握漏れがないよう確認

当該企業の傘下支所分の調査票を併せて配布

見え消しの
ある事業所

（

下
記
以
外
の
事
業
所
）

傘
下
支
所
数
２
０
未
満

　
　
　
　
　
の
本
所
等

傘
下
支
所
数
２
０
以
上

傘
下
支
所
数
に
よ
る
振
り
分
け

調
査
書
類
の
郵
送

オンライン
調査の
流れへ
Ｃ

郵送調査
の流れへ
Ｂ

調査客体から
市町村への連絡

調査員調査
の流れへ
Ａ

平成18年事業所・企業統計
調査結果により振り分ける

調査員調査
の流れへ
Ａ

郵送調査
の流れへ
Ｂ

オンライン
調査の
流れへ
Ｃ

調
査
員
回
収

郵送提出を
希望した場合は

オンライン提出を
希望した場合は

市町村が回収

オンライン提出を
希望した場合は

調査員調査を
希望した場合は

調査員が対応

市町村が対応

名簿上は、見え
消しされている

単独

本所

支所

単独

本所

支所

単独

本所

支所

支所

単独

本所

支所

経営組織別の調査方法

　●　調査区内事業所名簿は、
　　平成18年事業所・企業統計
　　調査の結果に基づき、「経
　　営組織」、「名称」などを
　　あらかじめプレプリント

　●　行政記録（登記簿）によ
　　り新たに把握された事業所
　　を追加

　●　調査依頼対象としない支
　　所には、あらかじめ見え消
　　し線

調査区内事業所名簿のイメージ

調査区内事業所名簿

㈱○○建設 東京本社
会
社

本

ＡＢＣ東京支店
外
国

支

◇◇内科医院
個
人

単

▲▲商店
個
人

単

××サービス
会
社

登本

コンビニ□□
個
人

支

(財)◆◆協会 新宿支部
法
人

支

㈱●●新宿営業所
会
社

支



（注）調査票の審査等の事務については省略した。

平成21年経済センサスの実査事務の流れ（調査票提出方法別）
客体 国都道府県市区町村調査員

回収

未回収 調査員督促
市区町村督促

未回収
市区町
村督促

回収

市区町村督促

未受信

郵送提出

オンライン

調査員調査
の流れ
Ａ

調査員回収

郵送調査
の流れ
Ｂ

オンライン
調査の流れ
Ｃ

未回収

回収

未回収

回収

未回収

回収

サーバ

提出状況の
確認

受　信

提出期限を見ながらＩＤ・ＰＷの取得


